
限度額適用認定証の準備が
『不要』になりました！

これまでの健康保険証の場合、医療機関や薬局の窓口で支払うお金を自
己負担限度額までにとどめるために、事前に申請限度額適用認定証を準
備する必要がありました。

今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用することで、限度額
適用認定証がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の準備が不要になりました！
 厚生労働省

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法は、マイナポータ
ル公式サイトで確認ができますので、参考にしてみてください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
 マイナポータル

すでにマイナンバーカードをお持ちの方は健康保険証として使えるよう
に手続きをしておくと、今後の高額療養費制度の利用が楽になります。

顔認証付きカードリーダーで同意すると、
 どうなるの？
  厚生労働省

『限度額適用認定 申請書』のご提出の前に･･･
受診の医療機関や薬局が「オンライン資格確認*1(マイナ受付*2) 」に対
応しているか*3ご確認いただき、限度額適用認定証の発行が必要な場合
のみ、申請書のご提出をお願いいたします。

*1 医療機関や薬局等でネットワークを介して保険資格の確認等をリアルタイムに行う仕組みのこ
と。
*2 対象の医療機関･薬局で健康保険証の代わりにマイナンバーカードが利用できるというもの。
*3 医療機関、薬局によって導入時期は異なります。 

 厚生労働省HPにてまたは右下ＱＲコードよりご確認ください。

タムラ製作所健康保険組合
2024/02/01

利用ができる医療機関･薬局は右のステッカーやポスターが目印です。
また、厚生労働省ホームページでも案内しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843688.pdf
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843646.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html


タムラ製作所健康保険組合

健康保険 限度額適用認定 申請書 記入の手引き

入院や通院で医療費が高額になる場合、窓口でのお支払いが一定の金額までとなる認定証を交付します。

申請書は１枚です。漏れなく正確にご記入ください。

自己負担限度額

被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当（※3）

①区分ア（標準報酬月額83万円以上の方） 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％ 140,100円

②区分イ（標準報酬月額53～79万円の方） 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％ 93,000円

③区分ウ（標準報酬月額28～50万円の方） 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 44,400円

④区分エ（標準報酬月額26万円以下の方） 57,600円 44,400円

次ページに記入例があります。ご提出・お問合せ先

タム ラ製作所健保

06.02

医療機関に限度額適用認定証を提示することで、同一の月において、それぞれ一医療機関ごとの窓口での一部負担金等
の支払額が下記の自己負担限度額まで(※1)となります。
なお、同じ医療機関であっても①医科入院、②医科外来、③歯科外来にわけて（※2）計算します。

●７０歳未満の方

※1 保険外負担分（差額ベッド代など）や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
※2 上記①②③④ごとに、70歳未満の方は、自己負担額21,000円以上のもの、および70歳以上75歳未満の方は、自己負担を伴うものが複数あ
     ると、高額療養費が支給されます。（当健保は自動払。）
※3  診療月以前から1年間に3回以上の高額療養費の支給を受けた（受けられる）場合は、多数該当となり4回目から自己負担限度額が軽減さ
     れます。

注意事項

●提出不要な方

70歳以上70歳未満で標準報酬月額26万円以下の方と83万円以上の方は「高齢受給者証を提示することにより、医療機関の
窓口で負担が自己負担限度額までとなります。

●被保険者が非課税の方
70歳未満の方は、「区分ウ」および「区分エ」の場合ならびに70歳以上75歳未満の方は、「区分:一般」の場合のうち、被
保険者の市区町村民税が非課税などによる低所得者の方は、「健康保険限度額適用・標準負担減額認定申請書」（別様
式）をご提出ください。

●有効期間
有効期間は月途中に申請された場合、申請月の初日が発効年月日となります。申請をいただきましたら、個別に連絡をし、
ヒアリングさせていただいたうえで、有効期限を設定させていただきます。

〒 1 7 8 - 8 5 1 1東京都練馬区東大泉 １ - 1 9 - 4 3
T E L 0 3 - 3 9 7 8 - 2 0 8 4 FAX 0 3 - 3 9 7 8 - 2 0 8 6

●７０歳以上７５歳未満の方（平成３０年８月診療分より）

被保険者の所得区分
自己負担限度額

多数該当（※3）
個人ごと（外来） 世帯ごと（入院含)

所

得

者

現

役

並

み

区分:現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で
高齢受給者証の負担割合が3割の方)

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％ 140,100円

区分:現役並みⅡ
(標準報酬月額53万～79万円で
高齢受給者証の負担割合が3割の方)

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％ 93,000円

区分：現役並みⅠ
(標準報酬月額28万～50万円で
高齢受給者証の負担割合が3割の方)

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 44,400円

区分：一般（現役並み･低所得者以外の方)
18,000円

【年間上限14.4万円】
57,600円 44,400円



28.12

記入例 限度額適用認定 申請書

限度額適用認定証の返却について

退職などで資格を喪失したときや、被扶養者とならなくなったとき、有効期限に達したときは必ずご返却ください。
紛失した場合は「限度額適用認定証 滅失届」(書式は健康保険組合ホームページから印刷することができます。）
が必要となります。

➎ 被保険者の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄へ記載してください。
マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です。本人確認をするた
めの添付書類は通知カードのコピーや、個人番号が記載された住民票の写し等の添付が必要となります。

➋ 希望送付先

自宅での受取りが出来ない場合など
にご記入ください。

➌ 申請代行者欄

被保険者および療養を受ける方以外
の方が申請する場合にご記入いただ
くところです。（たとえば事業所の
方や、ご親族の方など）

➍
申請書を記入され、申請する日
をご記入ください。

06.02

記号・番号は被保険者証
に記載されています。

➊

ご記入事項を訂正される場合、訂正箇所を二重線で抹消し、
正しい内容をご記入ください。
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